
石川県でも2022年2月20日までの措置が発令されております。

【愛知県内チーム】

●2022年2月7日～2022年2月13日までの愛知県チームの活動停止を解除致します。

●総団数が20名以上のチームは、活動人数と時間を分散してスケジュールを組んでください。

●学校閉鎖、学級閉鎖の学校に所属している選手は、練習参加を取りやめてください。

●集団での飲食は行わず、その場合は一定間隔、一定方向、黙食を徹底してください。

●原則、練習試合は自粛してください。

●選手のチーム活動参加(体験入団者も含む)には、必ず保護者より書面にて同意を取っ

　た上で認めてください。不参加に対する制裁は絶対にしないでください。

●チーム関係者内に、感染者や濃厚接触者が3名以上確認された場合は、直ちに活動を

　を停止し、対象者の情報収集に努めてください。

●チーム関係者内に、感染者や濃厚接触者が確認された場合は、直ちに支部長に報告し

　経過観察をお願いします。

【三重県・岐阜県・静岡県・石川県内チーム】

●2022年1月14日付理事長通達、2022年1月27日付連盟通達ガイドラインに従って

　行動してください。

●チーム関係者より感染者及び濃厚接触者が3名以上確認された場合は、直ちに活動を

　停止してください。支部長への報告は厳守してください。

　上記の措置は、2022年2月14日～2022年3月6日までと致します。

　ただし、今後の情勢により、急遽変更となる場合もありますので、ご了承ください。

　一部緩和措置とはなっておりまが、感染拡大が続いている事には変わりなく、この通達以外

にも充分配慮した上で、慎重に活動し判断くださいます様、宜しくお願い申し上げます。

以　上

2022年2月13日

東海支部内チームにおける感染拡大防止措置のご連絡《第2報》

中日本ブロックチーム　代表　　各位

東海支部長　三輪 尚宏　

　平素は、中日本ブロック並びに東海･北陸支部の行事にご理解とご協力を頂き、誠に感謝申し上げます。

一般社団法人 全日本少年硬式野球連盟

(一社)全日本少年硬式野球連盟　

中日本ブロック長　島村 充哉　

北陸支部長　小川 剛志　

　ご周知の通り、愛知県、岐阜県、三重県に『まん延防止重点措置』が2022年3月6日迄延長となり

　また、愛知県下の県立学校の部活動停止措置も延長する運びとなりました。

　しかしながらその一方では、学童の少年野球チームや、私立学校の部活動等、自粛しているチームも

あれば、感染対策をしっかりと施した上で活動しているチームあります。

記

　この様な現状の中、ヤングリーグ中日本ブロックとしましては、先日の通達より一部緩和する方向で

下記要領にて実施くださいます様、ご連絡申し上げます。

　背景としましては、新1年生募集が佳境となっているこの時期に、活動停止により、ヤングリーグ中日本

ブロック内チームで硬式野球を志す事ができない選手が多い事や、全チーム、連盟からの通達を遵守した

上で活動して頂けるであろうというところにあります。

　主旨ご理解いただき、下記通達を遵守の上、活動くださいます様よろしくお願い致します。


